


宅地建物取引業者が宅地の造成又は建築物の建築に関する工事の完了前に当該工

事に係る宅地又は建物について広告し、または、自ら売主となる売買契約の締結等

を行う場合は、政令で定める許認可等があった後にこれを行うこととしているとこ

ろ、具体的な許認可等の内容について宅地建物取引業法施行令第２条の５において

定めている。 

改正法による改正後の建築基準法第 43 条第２項第１号において新たに接道規制

に係る認定の制度が新設されたことを踏まえ、今般、当該認定を宅地建物取引業法

施行令第２条の５に定める許認可等に追加する改正を行った。 

なお、宅地建物取引業法第 35 条第１項においては、宅地又は建物の使用等につ

いて法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するた

め、宅地建物取引業者に宅地建物取引業法施行令第３条第１項で定める法令に基づ

く制限を重要事項として説明するよう義務付けている。 

宅地建物取引業法第 35 条第１項の規定に基づく重要事項の説明においても、改

正法による改正後の建築基準法の接道規制に係る認定制度の創設を踏まえ、遺漏な

きよう説明されたい。 




